
新規

単位数変更

ＡＦ　介護予防ケアマネジメントサービスコード表

種
類

項
目

AF 1001 介護予防ケアマネジメントＡ 442単位

AF 1011 介護予防ケアマネジメントＡ・高齢者虐待防止未実施減算 438単位

AF 1012
介護予防ケアマネジメントＡ・高齢者虐待防止未実施減算・
業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算
　　4単位減算

434単位

AF 1013 介護予防ケアマネジメントＡ・業務継続計画未策定減算 438単位

AF 1006 初回加算
300単位

加算

AF 1007 委託連携加算
300単位

加算

AF 1101 介護職員等処遇改善加算
９単位加

算

AF 1102 介護職員等処遇改善加算
１５単位

加算

AF 1103 介護職員等処遇改善加算
１６単位

加算

AF 1104 介護職員等処遇改善加算
２２単位

加算

AF 2001 介護予防ケアマネジメントB 130単位 130

※本町の介護予防・日常生活支援総合事業の単価は、介護保険法施行規則第１４０条６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準に基づいて定めています。

※業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用とする。

廃止

ニ　介護職員等処遇改善加算　※イからハまでの所定単位数の１
０００分の２１に相当する単位数を算出し、ありうる単位数の組み合
わせを記載。４つの中からいずれかを選択。

東庄町　令和8年6月１日適用

サービス
コード

サービス内容略称

1月につき

算定項目

記載変更

ハ 委託連携加算

ロ 初回加算

高齢者虐待防止未
実施減算
　　4単位減算

業務継続計画未策定減算
　　4単位減算

合成
単位数

算定単位

イ 介護予防ケア
マネジメント費

事業対象者・
要支援１・２

　　442単位


